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2022年 12月 30日 

各 位 

会 社 名 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長   大 年 浩 太 

（コード：6615 東証プライム市場） 

問合せ先 管理本部経営企画部部長  一萬田祐司 

（TEL．048-724-0001） 

 

事業再生計画期間の終了、事業再生ＡＤＲ債務の完済に関するお知らせ 

 

当社は、2022 年 12 月 30 日に事業再生計画に定められた事業再生ＡＤＲ債務を完済し、事業再生計画期

間が終了しましたことをお知らせします。 

 

１．経緯 

当社は、2021 年１月18 日付「（開示事項の経過）事業再生ADR 手続の成立に関するお知らせ」のと

おり、株式会社豊田自動織機、株式会社アイシン及び株式会社ネクスティエレクトロニクスに対する総

額約 45億円の普通株式の発行、株式会社みずほ銀行に対する総額 70億円のA種優先株式の発行並びに

株式会社豊田自動織機との資本業務提携の実施を骨子とした事業再生計画（以下「本事業再生計画」と

いいます。）について、対象債権者の皆様より同意をいただき、産業競争力強化法に基づく特定認証紛

争解決手続（以下「本事業再生ADR手続」といいます。）が成立しておりました。 

当社は、本事業再生ADR手続の成立後、本事業再生計画を着実に実行し、信頼回復と安定的な事業継

続に向け取り組んでまいりました。また、本事業再生 ADR 手続の成立にご同意いただきましたお取引

金融機関の皆様、本事業再生計画にご協力いただきました株式会社豊田自動織機、株式会社アイシン、

株式会社ネクスティエレクトロニクス、株式会社みずほ銀行をはじめ、多くのお取引先より多大なるご

支援をいただき、自己資本の更なる充実及び金融取引の正常化により早期の財務体質の改善を実現し、

本日、事業再生ＡＤＲ債務をすべて完済し事業再生計画期間の終了に至りました。 

 

２．業績に与える影響 

本件による 2023 年３ 月期の業績に与える影響は軽微でございますが、今後、重要な影響を与えるこ

とが明らかになった場合には速やかに公表いたします。 

 

本事業再生 ADR 手続にご同意いただきましたお取引金融機関の皆様はもとより、お取引先等全ての関係

者の皆様のご理解とご協力に深く感謝申し上げます。今後とも全ての関係者の皆様のご支援、ご期待にお

答えすることができるよう全力を尽くす所存でございます。何卒、引き続きご支援、ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

以 上 

 


